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(57)【要約】
【課題】製袋機において原反を交換した際に、搬送方向
の絵柄寸法が変化した場合、シールユニット等の装置の
位置調整を行なう方法および製袋機に関する。
【解決手段】２枚以上重ねられた基材フィルムを間欠搬
送し基材フィルム上の所定領域にシールを行って基材フ
ィルムを袋状に形成する製袋機において、基材フィルム
の搬送量を取得する搬送量取得手段と、基材フィルム上
に所定長さごとに形成されたマークを読み取るマークセ
ンサーと、基材フィルムの継目を検出する継目検出セン
サーと、搬送量取得手段、マークセンサー、継目検出セ
ンサーの出力信号を受信し、継目よりも前のマーク間の
長さ、継目のある箇所のマーク間の長さ、継目よりも後
のマーク間の長さを計算する計算処理手段と、これらの
マーク間の長さをそれぞれ表示する表示手段と、基材フ
ィルム上の所定領域にシールを行うシール手段と、シー
ル手段の位置を調整する位置調整手段と、を備えた製袋
機。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２枚以上重ねられた基材フィルムを間欠搬送し、前記基材フィルム上の所定領域にシー
ルを行って、基材フィルムを袋状に形成する製袋機において、
　前記基材フィルムの搬送量を取得する搬送量取得手段と、
　前記基材フィルム上に所定長さごとに形成されたマークを読み取るマークセンサーと、
　前記基材フィルムの継目を検出する継目検出センサーと、
　前記の搬送量取得手段、マークセンサー、継目検出センサーの出力信号を受信し、継目
よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマーク間の長さ、継目よりも後のマーク間
の長さを計算する計算処理手段と、
　前記計算処理手段により得られた、継目よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所の
マーク間の長さ、継目よりも後のマーク間の長さをそれぞれ表示する表示手段と、
　前記基材フィルム上の所定領域にシールを行う少なくとも１以上のシール手段と、
　基材フィルム搬送方向の前記シール手段の位置を調整する位置調整手段と、
を備えることを特徴とする製袋機。
【請求項２】
　２枚以上重ねられた基材フィルムを間欠搬送し、前記基材フィルム上の所定領域にシー
ルを行って、基材フィルムを袋状に形成する製袋機において、
　前記基材フィルムの搬送量を取得する搬送量取得段階と、
　前記基材フィルム上に所定長さごとに形成されたマークを読み取るマーク検出段階と、
　前記基材フィルムの継目を検出する継目検出段階と、
　前記の搬送量取得段階、マーク検出段階、継目検出段階で得られた出力信号から、継目
よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマーク間の長さ、継目よりも後のマーク間
の長さを計算する計算処理段階と、
　前記計算処理段階で得られた、継目よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマー
ク間の長さ、継目よりも後のマーク間の長さをそれぞれ表示する表示手段と
　基材フィルム搬送方向のシール手段の位置調整をする位置調整段階と、
　前記基材フィルム上の所定領域にシールを行うシール段階と、
を有することを特徴とする製袋機のシールユニット調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱溶着等のシールにより袋を製造する製袋機において、原反交換時に製袋す
るための機能を備えた装置の位置調整に関連する方法であり、原反の流れ方向の繰返し絵
柄の寸法変動に対応してシールユニット等の装置の位置調整を行なう方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチック袋等を成形する製袋機は、原反の基材フィルムを送り出し、基材フィルム
の絵柄に合わせて、図１のように基材フィルム１を横方向シール２及び縦方向シール３を
施し、下流側の様々な形状の刃物で断裁することで、所定の大きさの袋を成形する。
【０００３】
　また、穴を開ける等し、付加価値を付ける装置を搭載する製袋機も多い。
【０００４】
　製袋機の原反の基材フィルムは、一般的に伸縮性のある基材が多く、印刷絵柄の流れ方
向の寸法は変動しやすく、特に原反の巻外部と巻芯部では寸法が大きく異なる事が多い。
原反を交換する際には、新原反の巻外部と旧原反の巻芯部を繋ぐことになるので、製袋機
上では急激な寸法変化が起こった状態になってしまう。
【０００５】
　また、旧原反と新原反は、絵柄を合わせてテープを用いてつなぐ事が多く、絵柄がズレ
た状態でつないでしまうと、継目のある部分では急激な寸法変動が起こった状態になって
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しまう。
【０００６】
例えば、図２は旧原反４と新原反５を、テープ６でつないだ部分の一例を表したもので、
旧原反の絵柄寸法７と新原反の絵柄寸法９が同じ値であったとしても、繋ぎ目のある部分
の絵柄寸法８が異なることで、部分的な寸法変化が起こった状態となる。
【０００７】
印刷絵柄がある袋は、絵柄に合わせてシール等の加工を施すため、絵柄の寸法が変化する
と、シールユニット等の装置の位置を調整する必要がある。
【０００８】
　従来、原反を交換した際に絵柄の流れ方向の寸法が変化した場合、作業者が実際にシー
ルされ、断裁された袋において、絵柄とシール位置のズレ量を目視確認もしくは測定して
からシールユニットの位置調整を行っており、良品が生産されるまでに時間がかかる。
【０００９】
　製袋機のシールユニット等の自動位置合わせについては様々な提案がされており、特許
文献１には縦シールと横シール位置を自動で調整する装置の提案がされている。
【００１０】
　特許文献１ではシール位置の自動制御の提案がされているものの、製袋機にはシールユ
ニット以外にも位置調整が必要となる装置が搭載されている事が多いため、シールの位置
調整を行っただけでは良品になり得ない。また調整作業は、製袋機を運転しながら行わな
ければならないため、ロスが多く発生してしまう。
【００１１】
【特許文献１】特開平６－１７０９８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、
原反の交換時に、絵柄の流れ方向の寸法の変化量を測定し利用する事で、原反交換時の調
整時間を短縮することによる、ロス削減が可能な、製袋機における原反交換方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するため本発明の請求項１においては、２枚以上重ねられた基材フィ
ルムを間欠搬送し、前記基材フィルム上の所定領域にシールを行って、基材フィルムを袋
状に形成する製袋機において、
　前記基材フィルムの搬送量を取得する搬送量取得手段と、
　前記基材フィルム上に所定長さごとに形成されたマークを読み取るマークセンサーと、
　前記基材フィルムの継目を検出する継目検出センサーと、
　前記の搬送量取得手段、マークセンサー、継目検出センサーの出力信号を受信し、継目
よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマーク間の長さ、継目よりも後のマーク間
の長さを計算する計算処理手段と、
　前記計算手段により得られた、継目よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマー
ク間の長さ、継目よりも後のマーク間の長さをそれぞれ表示する表示手段と
　前記基材フィルム上の所定領域にシールを行う少なくとも１以上のシール手段と、
　基材フィルム搬送方向の前記シール手段の位置を調整する位置調整手段と、
を備えることを特徴とする製袋機、としたものである。
【００１４】
　また請求項２においては、２枚以上重ねられた基材フィルムを間欠搬送し、前記基材フ
ィルム上の所定領域にシールを行って、基材フィルムを袋状に形成する製袋機において、
　前記基材フィルムの搬送量を取得する搬送量取得段階と、
　前記基材フィルム上に所定長さごとに形成されたマークを読み取るマーク検出段階と、
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　前記基材フィルムの継目を検出する継目検出段階と、
　前記の搬送量取得段階、マーク検出段階、継目検出段階で得られた出力信号から、継目
よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマーク間の長さ、継目よりも後のマーク間
の長さを計算する計算処理段階と、
　前記計算段階で得られた、継目よりも前のマーク間の長さ、継目のある箇所のマーク間
の長さ、継目よりも後のマーク間の長さをそれぞれ表示する表示手段と
　基材フィルム搬送方向のシール手段の位置調整をする位置調整段階と、
　前記基材フィルム上の所定領域にシールを行うシール段階と、
を有することを特徴とする製袋機のシールユニット調整方法、としたものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、基材フィルム上に所定長さごとに形成したマークを読み取ることで各
マーク間の長さを知ることができ、更に原反交換の際に形成される旧原反と新原反の継目
を検出することで、旧原反の絵柄の搬送方向の寸法と、新原反の絵柄の搬送方向の寸法を
それぞれ測定することができる。
【００１６】
　その旧原反と新原反の搬送方向の寸法を比較する事で、原反同士をつないだ時に生じた
、搬送方向の寸法変動量がわかる。その変動量だけ、シールユニット等の位置調整を行え
ばよい。
【００１７】
　また、原反交換時の旧原反と新原反の接続は、作業者が手作業で絵柄合わせをして行う
ことが多い。このとき絵柄がずれた状態で接続されると、結果的に搬送方向の絵柄の寸法
の変動が生じていると同じ状態であるため、継目がある部分の絵柄に関しても絵柄の搬送
方向の寸法を測定し、シールユニット等の位置調整を行う必要がある。本発明は、この様
な場合にも対応可能である。
【００１８】
　本発明によれば、作業者の感覚に頼るのではなく定量的な調整を行うことができる為、
調整時間を短縮し、且つ精度良く調整することができる。また、位置調整が必要な各装置
に電動機等を取り付けることで、原反交換時の絵柄の流れ方向の寸法変動による装置の位
置調整を自動化することもできる。
【００１９】
　また本発明によれば、シールユニット等の位置調整作業は、製袋機が運転中、停止中に
関わらず行うことができる。製袋機の運転を停止した状態で位置調整作業を行えば、調整
作業中に発生する不良品を削減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００２１】
　図３は製袋機の一部であり、絵柄寸法変動によって調整が必要な装置である、シールユ
ニット１０が配置されている箇所を模式的に表した図である。図３の場合では、シールユ
ニット１０は３本のシールバー（シールをする為に様々な形状加工をされた金属体等）１
０ａ～１０ｃで構成されている。
【００２２】
　基材フィルム１は図示せぬ巻き出し機構から巻き出され、図示せぬ搬送機構によって搬
送され、途中、シール処理を含めた各種処理を施される。その後、基材フィルム１はその
まま巻き取り機構にて巻き取られるか、または、所定サイズでカットされるかして、次工
程に送られる。
【００２３】
　また基材フィルム１は、所定領域をシールすれば袋状に形成することができるようにな
っているので、単に１枚だけが搬送されていることはない。すなわち、形成される袋の形
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状によって、２枚の基材フィルムが重ねられた状態であったり、１枚の基材フィルムを幅
方向中心線付近で折り曲げた状態であったり、あるいは袋の側面となる２枚の基材フィル
ムの間に袋の底面となる１枚の基材フィルムが挟まれた状態である場合などがあり得る。
しかし本発明では、基材フィルムの状態や枚数、および形成される袋の形状は特に問わな
いので、以下の説明においては単に基材フィルム１と称する。
【００２４】
　図３（Ａ）はシールユニット付近を側面から見た模式図である。各シールバーは、基材
フィルム１を挟んで上面側と下面側に対向するように配置された、２本で一組の棒状の金
属体を有している。基材フィルム１の搬送中は、各シールバーは基材フィルム１に接触し
ない位置に待避している。基材フィルム１のシールすべき箇所が、シールユニット１０の
真下に搬送されてきて静止したら各シールバーは面側と下面側から基材フィルム１を挟み
込み、基材フィルム１の所定箇所にシールを行なう。
【００２５】
　シールユニット１０の基材フィルム１搬送方向上流側近傍には、寸法測定センサー１２
と継目検出センサー１３が配置される。図３（Ｂ）は、シールユニット付近を上から見た
平面模式図である。基材フィルム１には、所定箇所に寸法測定用マーク１４が形成されて
おり、寸法測定センサー１２は寸法測定用マーク１４を読み取り可能な位置に配置されて
いる。寸法測定センサー１２としては各種の光学センサーを用いることができる。
【００２６】
　継目検出センサー１３は、旧原反フィルムと新原反フィルムの継目箇所を検出するもの
である。この継目箇所において、旧原反フィルムと新原反フィルムが重ねられた状態であ
る場合にはフィルムの厚さに変動があるので、それを検出可能な厚みセンサーを継目検出
センサー１３として使用することが可能である。また旧原反フィルムと新原反フィルムの
接続を、粘着テープにより行なっている場合には、その粘着テープを検出可能な光学セン
サーを継目検出センサー１３として使用することもできる。
【００２７】
　これらのセンサーからの信号を受信し計算処理を行う処理制御手段１６が配設される。
さらに絵柄寸法表示装置１１には、処理制御手段１６が計算した絵柄寸法の値が表示され
る。処理制御手段１６は、旧原反の平均絵柄寸法量Ａ、継目のある絵柄寸法Ｐ′、新原反
の平均絵柄寸法量Ａ″を計算する機能を有し、絵柄寸法表示装置１１の表示板１１ａ、１
１ｂ、１１ｃが、それぞれの値を表示する機能を有している。
【００２８】
　図４は、基材フィルム１の搬送に伴う、寸法測定センサー１２および継目検出センサー
１３の出力信号の様子を模式的に表した図である。寸法測定センサー１２が、基材フィル
ム１上の寸法測定用マーク１４を読み取って信号を出力するタイミングと、その間の基材
フィルム１の搬送量を計算することにより、処理制御手段１６は絵柄の寸法１５ａ～１５
ｃを測定することができる。なお、基材フィルム１の搬送は図示せぬエンコーダーなどに
よって監視され、処理制御手段１６はそれによって搬送量を知ることができるものとする
。
【００２９】
　また、継目のある箇所では、継目検出センサー１３から継目検知信号が出力されるので
、処理制御手段１６はその時点の絵柄寸法が継目のある部分の絵柄寸法であると判定する
ことができる。したがって図４の場合では、絵柄寸法１５ｂが継目のある部分の絵柄寸法
で、それより前の絵柄寸法１５ａが旧原反、それより後の絵柄寸法１５ｃが新原反である
ということがわかる。
【００３０】
　絵柄の寸法１５ａ～１５ｃの値は、絵柄寸法表示装置１１の表示板１１ａ～１１ｃにそ
れぞれ表示される。
【００３１】
　次に、シールユニット１０の位置調整作業の一連の流れを、図５～図１０を参照して説
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明する。また、図１１のフローチャートも参照して説明する。
【００３２】
　基材フィルム１の搬送に関しては、測定した絵柄寸法と同じ長さだけ基材フィルム１を
間欠送りするものとする。
【００３３】
　図５は旧原反が流れている状態であり、表示板１１ａは旧原反の絵柄寸法平均値Ａが１
１０．０であることを表示している。ここでｋを正の整数として、Ｐ（ｋ）を旧原反の絵
柄寸法のｋ番目の測定値とすると、測定済みの最新のＮ個分のＰ（ｋ）の平均値がＡとな
る（図１１のＳ２～Ｓ５参照）。Ｎとしては適宜の正の整数値をあらかじめ設定しておく
（図１１のＳ１参照）。
【００３４】
　図６は、継目のある箇所が継目検出センサー１３を通過したときの状態を示したもので
ある（図１１のＳ６～Ｓ９参照）。継目検出センサーの信号により、継目のある箇所の絵
柄寸法Ｐ’が１０３．０であることがわかり、その値が表示板１１ｂに表示される。
【００３５】
　よって、継目のある部分の絵柄寸法Ｐ’以前に測定した寸法は、旧原反の絵柄寸法であ
り、Ｐ’以降に測定する寸法は、新原反の絵柄寸法となることがわかる。
【００３６】
　旧原反の絵柄寸法Ｐ（ｋ）は１１０．０で、継目のある絵柄寸法Ｐ’は１０３．０であ
るため、その差分の７．０だけ急激なピッチ変動が生じた状態となる。そこで、図６のよ
うにシールバー１０ａ～１０ｃの全てを７．０だけ移動させる（図１１のＳ１０参照）。
【００３７】
　図７は、新原反が流れてきた状態であり、表示板１１ｃは新原反の絵柄寸法平均値Ａ”
が１００．０であることを表示している。ここでｎを正の整数として、Ｐ”（ｎ）を新原
反の絵柄寸法のｎ番目の測定値とすると、測定済みの最新のＮ個分のＰ”（ｎ）の平均値
がＡ”である（図１１のＳ１１～Ｓ１５参照）。
【００３８】
　継目のある絵柄寸法は１０３．０で、新原反の絵柄寸法は１００．０であるため、差分
の３．０だけ急激なピッチ変動が生じた事となる。そこで、図８のようにシールバー１０
ａ～１０ｃの全てを３．０だけ移動させる（図１１のＳ１６参照）。
【００３９】
　ここで、旧原反の絵柄寸法は１１０．０であるため、各シールバー間の距離も１１０．
０となっている。新原反の絵柄寸法は１００．０であるため、シールバーの間隔を調整す
る必要がある。そこで、図９、図１０のように、各シールバーの間隔が１００．０となる
ように調整することにより、製袋機の装置の位置調整作業が完了する（図１１のＳ１７参
照）。
【００４０】
　このように、継目のある箇所を見つけることにより、旧原反の絵柄寸法と、新原反の絵
柄寸法を、分けて測定することが出来、調整作業を定量的に行うことができる。
【００４１】
　また、調整作業に用いるパロメーターは、旧原反の絵柄寸法、継目のある部分の絵柄寸
法、新原反の絵柄寸法の３つと少なく、これらを得た後であれば、機械を停めて調整する
ことができる。
【００４２】
　これら一連の作業は、シールユニットや穴あけパンチユニットなど位置調整が必要な機
構にデジタルスケール等の現在位置を表示する機能を設ける事で、作業者が定量的に装置
と絵柄寸法の変化量を把握することができる為、手動での調整作業を行うことができる。
【００４３】
　また、シールユニットや穴あけパンチユニットなど位置調整が必要な機構に電動機等を
設置し、処理制御手段１６がそれらの位置調整量を制御するようにすれば、搬送方向の位
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置調整を自動で行うことができる。
【００４４】
　この方法は、横シールユニットや穴あけパンチユニットなどの他にも、原反フィルムの
絵柄に合わせて縦シールユニットの位置調整が必要となるような装置においても有効であ
る。
 
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】袋のシール箇所の概略を示す模式図。
【図２】基材フィルムの継目部分の周辺を表す概略図。
【図３】製袋機のシールユニット周辺の概略を示す模式図。
【図４】寸法測定用マークのある基材フィルムと各センサーの出力信号を表す概略図。
【図５】本発明の調整方法の実施形態を示す模式図。
【図６】本発明の調整方法の実施形態を示す模式図。
【図７】本発明の調整方法の実施形態を示す模式図。
【図８】本発明の調整方法の実施形態を示す模式図。
【図９】本発明の調整方法の実施形態を示す模式図。
【図１０】本発明の調整方法の実施形態を示す模式図。
【図１１】本発明の調整方法の動作の流れを示すフローチャート。
【符号の説明】
【００４６】
１・・・・基材フィルム
２・・・・横方向のシール箇所
３・・・・縦方向のシール箇所
４・・・・旧原反フィルム
５・・・・新原反フィルム
６・・・・テープ（旧原反フィルムと新原反フィルムの継目箇所）
７・・・・旧原反の絵柄寸法
８・・・・継目箇所の絵柄寸法
９・・・・新原反の絵柄寸法
１０・・・シールユニット
１０ａ～１０ｃ・・シールバー
１１・・・絵柄寸法表示装置
１１ａ～１１ｃ・・絵柄寸法表示板
１２・・・寸法測定センサー
１３・・・継目検出センサー
１４・・・寸法測定用マーク
１５ａ～１５ｃ・・絵柄寸法
１６・・・処理制御手段
Ａ・・・旧原反の平均絵柄寸法量
Ａ’’・・新原反の平均絵柄寸法量
Ｐ’・・・継目箇所の絵柄寸法
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